
当別町低炭素建築物新築等計画認定申請手数料一覧表
令和5年4月1日から適用

〇当初申請 （円）
申請

単位
算定区分

手数料

(審査適合証なし）

手数料

(審査適合証あり）

37,000 5,000
75,000 10,000
105,000 17,000
148,000 29,000
28,000 5,000
56,000 10,000
80,000 17,000
115,000 29,000
112,000 10,000
178,000 21,000
81,000 10,000
131,000 21,000
236,000 10,000
299,000 21,000
90,000 10,000
118,000 21,000

〇工事着手予定時期又は完了予定時期の変更 1件又は1棟につき 1,000

〇変更申請 （円）
申請

単位
算定区分

手数料

(審査適合証なし）

手数料

(審査適合証あり）

20,000 5,000
41,000 10,000
59,000 17,000
85,000 29,000
17,000 5,000
35,000 10,000
51,000 17,000
75,000 29,000
61,000 10,000
99,000 21,000
45,000 10,000
76,000 21,000
124,000 10,000
161,000 21,000
50,000 10,000
70,000 21,000

〇手数料の取り扱い
申請単位 手数料

一戸建ての住宅 ①
共同住宅 ①+②
非住宅 ③

住宅
2戸～5戸

6戸～10戸

11戸～

　～300㎡以内
　300㎡超～

1戸

1戸

　～300㎡以内
　300㎡超～

2戸～5戸

6戸～10戸

11戸～

②住戸以外の部分の面積によ

る区分

①住戸数による区分

住宅

6戸～10戸

1戸

2戸～5戸

6戸～10戸

11戸～

　～300㎡以内
　300㎡超～

11戸～

1戸

②住戸以外の部分の面積によ

る区分

標準計算

誘導仕様基準

標準入力法・

主要室入力法

モデル建築物法

　～300㎡以内
　300㎡超～

非住宅

　～300㎡以内
　300㎡超～

　300㎡超～
　～300㎡以内

③住戸以外の部分の面積によ

る区分

標準入力法・

主要室入力法

モデル建築物法

非住宅

　～300㎡以内
　300㎡超～
　～300㎡以内
　300㎡超～

③床面積の合計による区分

区分

標準計算

誘導仕様基準

標準計算

誘導仕様基準

区分

①住戸数による区分

標準計算

誘導仕様基準

2戸～5戸


